
令和５年５月８日 

 

議 員 各 位 

 

                           茨城県議会議長 石井 邦一 

 

 

「議員が新型コロナウイルスに感染した場合の基本的な対応等について」 

    及び「議員が新型コロナウイルスに感染した場合の公表の取扱いについて」 

    の廃止について 

 

 本県議会では、議員が新型コロナウイルスに感染した場合には、「議員が新型コロナウイルス

に感染した場合の基本的な対応等について」（別添１）及び「議員が新型コロナウイルスに感染

した場合の公表の取扱いについて」（別添２）に基づき、事務局への速やかな連絡のお願いや議

員の氏名等の公表など対応してまいりました。 

 今般、新型コロナウイルス感染症については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律第４４条の２第３項に基づき、厚生労働大臣から、令和５年５月７日をもって同

法の新型インフルエンザ等感染症と認められなくなる旨が公表され、これに伴い、同月８日に

同法の５類感染症に位置付けられることとなりましたので、本県議会におけるこれらの対応等

については令和５年５月８日に廃止いたします。 

 なお、今後の基本的な感染対策については個人の判断に委ねることが基本となりますが、手

洗いの励行や混雑時などの場面に応じたマスク着用については、引き続きご留意願います。 

  

 ※ 本県における「新型コロナの「５類移行後」の対応」（令和５年４月２７日知事記者会見 

資料）を参考までに添付（別添３）します。 

 



令和２年４月２１日

茨 城 県 議 会

議員が新型コロナウイルスに感染した場合の基本的な対応等について

議員が新型コロナウイルスに感染（陽性）したと診断された場合，保健所の

指示・指導に基づいて必要な対応を行う必要があるが，茨城県議会における基

本的な対応等については，次のとおりとする。

１ 感染者が発生した場合における対応等

(1) 新型コロナウイルスに感染した場合の連絡等

議員本人が新型コロナウイルスに感染し，又は濃厚接触者であること

が明らかとなったときは，直ちに議会事務局総務課にその旨を連絡する

ものとする。

(2) 確認事項等

議会事務局総務課は，議員本人から感染等の連絡を受けたときは，次

の事項について確認するものとする。

・ 感染者又は濃厚接触者の氏名

・ 感染者又は濃厚接触者となったことが明らかとなった日時

・ 発病した日又は濃厚接触者となった日

・ 議事堂内における滞在や活動の状況，立ち寄った場所などの詳細

・ その他必要な事項

(3) 確認結果等を踏まえた対応

議会事務局総務課は，確認結果等を踏まえ，次のとおり対応するもの

とする。

・ 正副議長及び各会派代表への連絡

・ 確認結果等から，新たな感染を防止するため必要と判断される場合に

は，議事堂内の施設使用の制限や消毒等を実施（緊急対応）

・ 保健所の調査（濃厚接触者の特定，消毒場所の確定）に協力

２ 茨城県議会災害対策会議の開催

〇 議員本人の感染が確認された場合であって，議長が必要と判断するとき

は，速やかに茨城県議会災害対策会議を開催するものとする。

〇 茨城県議会災害対策会議は，協議等の場の運営等について（平成21年１

月９日議長決裁）に基づき，感染に係る事実確認や接触者リストの把握等

の情報収集等を行うとともに，記者発表の要否や議事堂内の消毒の実施等

について，必要な協議を行うものとする。

※ できる限り接触機会が少ない方法（メール，電話，持ち回り等）によ

る開催を検討

３ 消毒の実施等

茨城県災害対策会議の結果を踏まえ，保健所の指示・指導に基づき，議

， 。事堂内の施設使用の制限や消毒の実施など 必要な対応を図るものとする

※ 議会活動及び事務局業務再開に必要なスペースから優先して消毒し，

又は議事堂内の他のスペースで代替して業務を実施する。
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令和２年４月２３日

議会事務局総務課

議員が新型コロナウイルスに感染した場合の公表の取扱いについて

１ 公表の時期

公表は，議員の新型コロナウイルス感染が明らかとなった後，速やかに

実施するものとする（目安：24時間以内 。）

２ 公表の方法

(1) 基本的な考え方

〇 最初の感染事案については，議長による記者会見（局長同席）を実施

する。

， ，〇 ２例目以降の感染事案については 局長による記者会見を基本として

事案ごとに判断する。

※ 軽易な事案（県の記者会見の内容と同一の場合等）については，資料提供

による対応を検討

(2) 記者会見の場所

議事堂内（中会議室等）

(3) 留意事項

〇 議員の居住地が水戸市以外の場合

県（知事部局）が行う陽性判定に係る記者会見と調整の上，議会にお

ける記者会見を実施する。

〇 議員の居住地が水戸市の場合

水戸市（中核市）が行う陽性判定に係る記者会見と調整の上，議会に

おける記者会見を実施する。

３ 公表する内容

(1) 県（又は水戸市）が行う陽性判定に係る記者会見の公表内容

年代，性別，居住地（市町村名 ，最近の海外渡航歴，症状・経過，行）

動歴など

(2) 議員の氏名，所属会派名，選挙区

(3) 議事堂内における滞在や活動の状況，立ち寄った場所などの詳細

(4) 議会や会派における今後の対応等

※ (1)については，県が本人の同意を得て公表するものです。

◎ (2)及び(3)については，議会が本人の同意を得て公表するものではあります

が，議員は公職であり，多くの県民と接する機会があるため，県民の安全・安

心の観点から，速やかな本人の同意を得たいと考えております。
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